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は じ め に  

 

横 浜 市 税 制 調 査 会 は 、「 横 浜 市 附 属 機 関 設 置 条 例 」に 基

づ い て 平 成 2 4年 度 に 設 置 さ れ た 、 横 浜 市 の 附 属 機 関 で あ

る 。  

本 答 申 は 、 企 業 立 地 促 進 条 例 が 本 年 度 で 適 用 期 限 を 迎

え る の に あ た り 、 平 成 2 8 年 ９ 月 1 6 日 に 林 文 子 横 浜 市 長

か ら 本 税 制 調 査 会 に 対 し て 行 わ れ た 「 横 浜 市 の 政 策 目 標

の 実 現 に 向 け た 課 税 自 主 権 の 活 用 上 の 諸 課 題 等 に つ い て

意 見 を 求 め ま す 。」と の 諮 問 に 基 づ き 、横 浜 市 か ら 示 さ れ

た 次 期 企 業 立 地 促 進 条 例 に 向 け た 考 え 方 と そ の 原 案 に つ

い て 、専 門 的 知 見 に よ り つ つ 審 議 を 行 い 、そ の 結 果 を 取 り

ま と め た も の で あ る 。  

 

 

平 成 3 0  年 ２ 月  

 

横 浜 市 税 制 調 査 会     

座  長   青 木   宗 明    

委  員   上 村   雄 彦    

委  員   柏 木   恵      

委  員   川 端   康 之    

委  員   柴     由 花    

委  員   星 野   菜 穗 子  

委  員   望 月   正 光    
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第 １ 章  企 業 立 地 促 進 条 例 の 経 緯  

  

  企 業 立 地 促 進 条 例 は 、平 成 1 6年 に 制 定 さ れ 、横 浜 市 の

企 業 立 地 促 進 施 策 に 活 用 さ れ て き た 。現 行 の 条 例 は 、３

回 の 見 直 し を 経 て 第 ４ 期 と な っ て い る 。  

  こ の 条 例 に お け る 税 制 の 活 用 に つ い て は 、 本 税 制 調

査 会 の 前 身 で あ る「 横 浜 市 税 制 研 究 会 」の 当 時 か ら 、意

見 を 求 め ら れ て き た 。直 近 で は 、前 回 の 見 直 し 時 で あ る

平 成 2 6年 度 に も 本 税 制 調 査 会 に お い て 審 議 を 行 い 、 意

見 書 と し て 審 議 結 果 を 取 り ま と め た 。  

本 章 で は 、次 期 条 例 の 案 を 検 討 す る 前 に 、企 業 立 地 促

進 条 例 の 概 要 と こ れ ま で の 経 緯 、そ の 実 績 に つ い て 確 認

し て お く こ と と す る 。  

 

第 １ 節  企 業 立 地 促 進 条 例 の 概 要  

 

 ま ず 、 条 例 の 目 的 は 、 「 企 業 立 地 等 の 促 進 を 図 り 、

併 せ て 市 民 雇 用 の 増 大 及 び 市 内 企 業 の 事 業 機 会 の 拡

大 を 図 る こ と に よ り 、横 浜 市 経 済 の 活 性 化 に 寄 与 す る

こ と 」 （ 条 例 第 １ 条 ） で あ る 。  

 条 例 上 、こ の 目 的 を 達 成 す る た め に 行 う 支 援 の 対 象

は 、 次 の ２ つ と さ れ て い る  
 

① 事 業 所 の 新 規 立 地 、 建 替 え ・ 増 設 等 を 行 う 事 業 者

へ の 支 援 （ 以 下 、 「 固 定 資 産 取 得 型 」 と 表 す 。 ）  

② 賃 貸 施 設 へ 新 た に 進 出 す る テ ナ ン ト へ の 支 援 （ 以

下 、 「 テ ナ ン ト 型 」 と 表 す 。 ）  
  

支 援 内 容 は 、 市 内 ９ つ の 地 域 を 特 定 地 域 に 指 定 し 、
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そ の 特 定 地 域 に お い て 一 定 の 条 件 を 満 た す 事 業 を 行

う 企 業 を 認 定 し 、市 税 の 軽 減 と 助 成 金 の 交 付 を 実 施 す

る も の と な っ て い る 。  

 な お 、市 内 特 定 地 域 と は 、以 下 の ９ 地 域 で あ り（ 条

例 別 表 第 １ ）、地 理 上 の 分 布 は 下 の 地 図 に 示 さ れ る と

お り で あ る 。  
 

① み な と み ら い 2 1地 域  

② 横 浜 駅 周 辺 地 域  

③ 関 内 周 辺 地 域  

④ 新 横 浜 都 心 地 域  

⑤ 港 北 ニ ュ ー タ ウ ン 地 域  

⑥ 京 浜 臨 海 部 地 域  

⑦ 臨 海 南 部 工 業 地 域  

⑧ 内 陸 南 部 工 業 地 域  

⑨ 内 陸 北 部 工 業 地 域  

 

＜ 市 内 特 定 ９ 地 域 ＞  
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こ の 特 定 地 域 に お け る 支 援 内 容 を 、「 固 定 資 産 取 得

型 」 と 「 テ ナ ン ト 型 」 に 分 け て 見 て み よ う 。  

 

( 1 )  「 固 定 資 産 取 得 型 」  

「 固 定 資 産 取 得 型 」の 支 援 内 容 は 次 の ２ つ と な っ

て い る 。  

 

○ 市 税 の 軽 減  

 対 象 と な る 事 業 の 用 に 供 す る 固 定 資 産（ 土 地 ・ 家

屋 ・ 償 却 資 産 ） に つ い て 、 固 定 資 産 税 ・ 都 市 計 画

税 （ 以 下 「 固 定 資 産 税 等 」 と い う 。 ） の 税 率 を ５

年 間 、 ２ 分 の １ に 軽 減 す る 。  

 

○ 助 成 金 の 交 付  

  助 成 金 の 交 付 は 、新 た な 固 定 資 産 の 取 得 額 に 相 当

す る「 投 下 資 本 額 」が 基 準 と な っ て い る 。こ こ で

投 下 資 本 額 と い う 用 語 を 用 い た の は 、固 定 資 産 の

取 得 を 資 本 投 資 と し て 捉 え て い る た め で あ る 。  

下 の 表 か ら 分 か る よ う に 、こ の 投 下 資 本 額 が 中 小

企 業 で ５ 億 円 、大 企 業 で 5 0億 円 を 越 え る 場 合 に 助

成 金 が 交 付 さ れ る 。 ま た 助 成 金 の 金 額 も 、 投 下 資

本 額 に 助 成 率 を 乗 じ る こ と で 算 定 さ れ る 。  

 

＜ 投 下 資 本 額 に 応 じ た 支 援 内 容 ＞  

投 下 資 本 額  支 援 内 容  

中 小 企 業 ： １ 億 円 以 上 ５ 億 円 未 満  

大  企  業 ： 1 0億 円 以 上 5 0億 円 未 満  
税 軽 減 の み  

中 小 企 業 ： ５ 億 円 以 上  

大  企  業 ： 5 0億 円 以 上  
税 軽 減 ＋ 助 成 金  
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 ( 2 )  「 テ ナ ン ト 型 」  

 「 テ ナ ン ト 型 」 の 支 援 内 容 は 助 成 金 で あ り 、 税 の

軽 減 は 行 わ れ な い 。  

 

○ 助 成 金 の 交 付  

   法 人 市 民 税 法 人 税 割 額 に 相 当 す る 金 額（ 大 ５ 年

間 、 各 年 度 １ 億 円 を 上 限 ） を 交 付 す る 。  

 

( 3 )  条 例 の 変 遷  

  現 行 の 条 例 は 、３ 回 の 改 正 を 経 て 第 ４ 期 と な っ て

い る 。第 １ 期 か ら の 支 援 内 容 の 変 遷 は 次 の 表 の と お

り で あ る 。  

 

＜ 企 業 立 地 促 進 条 例 と 支 援 メ ニ ュ ー の 変 遷 ＞  

 

「 固 定 資 産 取 得 型 」  

固 都 税 の 軽 減 （ 1 / 2 ） × ５ 年  

＋ 助 成 金 （ 下 記 ）  

「 テ ナ ン ト 型 」  

助 成 金  

（ 下 記 ）  

自 社 ビ ル  

建 設 等  

賃 貸 ビ ル  

建 設  

観 光 ・  

M I C E 施 設  

オ フ ィ ス  

賃 借  

第 １ 期  

( H 1 6 - 2 0）

上 限 5 0 億  

 助 成 率  

 1 0 ％  

上 限 5 0 億  

助 成 率  

 1 0 ％  
―  ―  

第 ２ 期  

( H 2 1 - 2 3）

上 限 2 0 億  

助 成 率  

 ８ ～ 1 0 ％  

―  ―  

法 人 税 割  

1 / 2 相 当 額  

× ３ 年  

第 ３ 期  

( H 2 4 - 2 6）

上 限 2 0 億  

助 成 率  

 ６ ～ 1 0 ％  
―  ―  

法 人 税 割  

相 当 額  

× ３ ～ ４ 年  

第 ４ 期  

( H 2 7 - 2 9）

上 限 5 0 億  

助 成 率  

 ５ ～ 1 2 ％  

上 限 5 0 億  

助 成 率  

 1 0 ％  

上 限 5 0 億  

助 成 率  

 1 2 ％  

法 人 税 割  

相 当 額  

× ３ ～ ５ 年  
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第 ２ 節  第 ４ 期 企 業 立 地 促 進 条 例 に お け る 見 直 し  

  

  本 税 制 調 査 会 が 、 前 回 、 企 業 立 地 促 進 条 例 に つ い

て 検 討 し 、 意 見 書 を 取 り ま と め た の は 平 成 2 6 年 度 で

あ る 。 横 浜 市 は 、 意 見 書 の 内 容 を 踏 ま え た 上 で 、 市

会 の 議 論 を 経 て 条 例 の 改 正 を 行 っ た 。  

横 浜 市 の 行 っ た 条 例 改 正 の 具 体 的 な 内 容 に つ い

て 、 本 年 度 の 審 議 に 際 し て 改 め て 説 明 が 行 わ れ た の

で 、 こ こ で そ の 内 容 に つ い て 確 認 し て お く 。  

な お 、本 文 中 の 点 線 枠 に 囲 わ れ た 部 分 は 、本 税 制 調

査 会 が 横 浜 市 か ら 受 け た 報 告 ・ 説 明 の 内 容 で あ る 。  

 

 ( 1 )  平 成 2 6 年 度 改 正 の 内 容 （ 現 行 条 例 の 制 定 経 緯 ）  

ま ず 、 「 固 定 資 産 取 得 型 」 に つ い て 、 見 直 し の

基 本 的 な 考 え 方 と 具 体 的 な 内 容 の 報 告 が あ っ た 。  

「 固 定 資 産 取 得 型 」 に つ い て は 、 イ ン セ ン テ ィ

ブ の 強 化 を 図 り つ つ 、 市 の 財 政 的 な 均 衡 を 図 る た

め 、 こ れ ま で 対 象 地 域 ・ 分 野 で 一 律 で あ っ た 助 成

率 ・ 上 限 額 を 、 地 域 ・ 分 野 ご と に 細 分 化 し 、 引 き

上 げ あ る い は 引 き 下 げ る と い う 見 直 し を 行 っ た と

の こ と で あ っ た 。  

ま た 、 市 の 置 か れ て い る 社 会 ・ 経 済 状 況 な ど に

対 応 す る た め 、 観 光 ・ M I C E 施 設 な ど の 新 た な 経 済

効 果 を 生 む 分 野 へ の 支 援 を 新 設 し て 誘 致 に 取 り 組

む と と も に 、 賃 貸 ビ ル 建 設 へ の 支 援 を 再 導 入 す る

な ど の 見 直 し を 行 っ た と の こ と で あ っ た 。  

具 体 的 な 地 域 ・ 分 野 に つ い て の 考 え 方 や 見 直 し

内 容 は 次 の と お り で あ る 。  
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≪ 固 定 資 産 取 得 型 ≫  
 

【 見 直 し の 考 え 方 】  

考 え 方  主 な 内 容  

① 2 0 2 0 年 に 向 け て 東 京 へ の

一 極 集 中 が 加 速 す る 中 、

大 規 模 な 投 資 に よ る 本

社 ・ 研 究 所 等 の 立 地 を 促

進 す る 。  

み な と み ら い 2 1 地

域 ・ 横 浜 駅 周 辺 地

域 に 限 定 し て 本

社 ・ 研 究 所 に 対 す

る 助 成 率 ・ 上 限 額

の 引 上 げ  

② 京 浜 臨 海 部 地 域 ・ 臨 海 南

部 工 業 地 域 に お い て 、 本

市 が 振 興 を 図 る 「 成 長 ・

発 展 分 野 」 （ 環 境 ・ エ ネ

ル ギ ー 、 健 康 ・ 医 療 ） の

研 究 機 能 の 集 約 を 図 る 。  

京 浜 臨 海 部 地 域 ・

臨 海 南 部 工 業 地 域

に お い て 「 成 長 ・

発 展 分 野 」 の 研 究

所 に 対 す る 助 成 率

の 引 上 げ  

③ グ ロ ー バ ル M I C E 戦 略 都

市 の 推 進 、 ま た 、 オ リ ン

ピ ッ ク を 機 に 国 内 外 か ら

観 光 客 を 呼 び 込 む た め 、

ラ グ ジ ュ ア リ ー ク ラ ス の

ホ テ ル や 集 客 力 の 高 い 施

設 の 立 地 を 誘 導 す る 。  

み な と み ら い 2 1 地

域 に お け る 観 光 ・

M I C E 施 設 へ の 支 援

の 新 設  

④ 東 京 に お け る 大 量 の オ フ

ィ ス 供 給 計 画 の 一 方 、 横

浜 で は 供 給 予 定 が 少 な い

た め 、 誘 致 の 受 け 皿 を 確

保 す る 。  

み な と み ら い 2 1 地

域 ・ 横 浜 駅 周 辺 地

域 に お け る 賃 貸 ビ

ル 支 援 の 再 導 入  

 

 

 

 

 

 



10 

 

【 改 正 内 容 】  

○ 対 象 地 域 に よ る 助 成 率 ・ 上 限 額 の 見 直 し  

事 業 所  

の 種 類  

改 正 前  

〈 上 限 額 〉  

( ９ 地 域 一 律 )

改 正 後  

対 象 地 域  
助 成 率  

〈 上 限 額 〉

本

社

・

研

究

所

 

1 0％  

〈 2 0 億 円 〉  

み な と み ら い 2 1 地

域 、 横 浜 駅 周 辺 地 域  

1 2％  

〈 5 0 億 円 〉

京 浜 臨 海

部 地 域  

 ・  

臨 海 南 部

工 業 地 域  

環 境 ・ エ ネ

ル ギ ー  

健 康 ・ 医 療

分 野 の 研 究

所  

1 2％  

〈 2 0 億 円 〉

本 社 、 上 記

分 野 以 外 の

研 究 所  

1 0％  

〈 2 0 億 円 〉

上 記 以 外 の ５ 地 域  
８ ％  

〈 2 0 億 円 〉

工 場  
８ ％  

〈 2 0 億 円 〉  
全 ９ 地 域  

８ ％  

〈 2 0 億 円 〉

本 社 以 外

の 事 務 所

６ ％  

〈 2 0 億 円 〉  
全 ９ 地 域  

５ ％  

〈 2 0 億 円 〉

※ 投 下 資 本 額 が 中 小 企 業 ５ 億 円 、 大 企 業 5 0 億 円 以

上 の 場 合 に 助 成 金 を 交 付 す る 。  

 

○ 観 光 ・ M I C E 施 設 建 設 へ の 支 援 の 新 設  

項 目  改 正 後  

対 象 地 域  み な と み ら い 2 1 地 域  

助 成 率 等  助 成 率 ： 1 2％ （ 上 限 額 ： 5 0 億 円 ）  

 

○ 賃 貸 ビ ル 建 設 へ の 支 援 の 再 導 入  

項 目  改 正 後  

対 象 地 域  
み な と み ら い 2 1 地 域 、 横 浜 駅 周 辺 地

域  

助 成 率 等  助 成 率 ： 1 0％ （ 上 限 額 ： 5 0 億 円 ）  

そ の 他  

一 定 規 模 以 上 の オ フ ィ ス 床 を 有 す る 賃

貸 ビ ル を 対 象 と し 、 「 オ フ ィ ス 部

分 」 、 「 観 光 ・ M I C E 施 設 部 分 」 を 支 援

対 象 と す る 。  
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「 テ ナ ン ト 型 」 に つ い て は 、 法 人 市 民 税 の 一 部

国 税 化 に よ り 法 人 市 民 税 法 人 税 割 額 が 減 額 と な る

こ と で 、 助 成 金 額 も 減 額 と な り イ ン セ ン テ ィ ブ が

低 下 し て し ま う こ と に 対 応 す る た め 、 助 成 期 間 を

１ 年 延 長 す る こ と に よ り 、 イ ン セ ン テ ィ ブ の 再 強

化 を 図 る な ど の 見 直 し を 行 っ た と の こ と で あ っ

た 。  

具 体 的 な 考 え 方 や 見 直 し 内 容 は 次 の と お り で あ

る 。  

 

≪ テ ナ ン ト 型 ≫  
 

【 見 直 し の 考 え 方 】  

・ 賃 借 す る 形 態 の 企 業 立 地 を 促 進 す る た

め 、 テ ナ ン ト 誘 致 の 取 組 を 強 化 す る 。  

・ 国 際 的 ビ ジ ネ ス 拠 点 の 形 成 を 推 進 す る た

め 、 外 資 系 企 業 に 対 し 支 援 を 強 化 す る 。  

 

【 改 正 内 容 】  

○ 対 象 地 域 ・ 助 成 期 間 の 見 直 し  

項 目  改 正 前  改 正 後  

対 象

地 域  

業 務 系

５ 地 域  

業 務 系 ５ 地 域 ＋ 京 浜 臨 海 部 地 域 、  

臨 海 南 部 工 業 地 域  

助 成

期 間  
３ 年 間  

み な と み ら い 2 1 地 域 、  

横 浜 駅 周 辺 地 域  
４ 年 間  

京 浜 臨 海

部 地 域  

  ・  

臨 海 南 部

工 業 地 域  

環 境 ・ エ ネ

ル ギ ー 、  

健 康 ・ 医 療

分 野  

４ 年 間  

製 造 業  ３ 年 間  

上 記 以 外 の 業 務 系 ３ 地 域  ３ 年 間  
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○ 外 資 系 企 業 の 特 例  

項 目  改 正 前 （ 多 国 籍 企 業 ）  
改 正 後  

(外 資 系 企 業 )  

要 件  

① 日 本 以 外 に ２ か 国 以 上 で 事

業 展 開 を 行 う も の で 、 地 域 統

括 機 能 を 有 す る 事 業 者  

② 本 店 所 在 地 以 外 に ２ か 国 以

上 で 事 業 活 動 を 行 う 外 国 会 社

が 設 立 し た 日 本 法 人 で 、 地 域

統 括 機 能 を 有 す る 事 業 者  

外 国 会 社 が 株

主 等 の 議 決 権

の １ / ３ 超 を

有 し て い る 日

本 法 人  

助 成

期 間  
３ 年 間 ＋ １ 年 間  

上 記 の 表 （ 対

象 地 域 ・ 助 成

期 間 の 見 直

し ） の 改 正 後

の 助 成 期 間 ＋

１ 年 間  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 ( 2 )  平 成 2 8 年 度 改 正 の 内 容  

平 成 2 8 年 度 に も 本 制 度 は 一 部 見 直 し が 行 わ れ た

が 、 2 8 年 度 の 見 直 し は 、 基 本 的 に は 事 務 的 な 要 請

に よ っ て 行 わ れ た も の で 、 税 制 の 活 用 に 係 る 部 分

で は な い と の こ と で あ っ た 。  

報 告 さ れ た 見 直 し 内 容 は 次 の と お り で あ る 。  

 

＜ 2 8 年 度 の 改 正 内 容 ＞  
 

〇 事 業 継 続 義 務 の 履 行 確 保  

所 定 期 間 の 事 業 継 続 と 事 業 継 続 期 間 中 に 撤 退 し

た 場 合 の 税 軽 減 相 当 額 の 支 払 い に 関 す る 契 約 の 締

結 を 認 定 要 件 と す る こ と と し 、 事 業 継 続 義 務 の 履

行 を 確 保 し た 。  

 

〇 神 奈 川 県 の 補 助 金 と の 併 給  

  本 市 の 企 業 立 地 等 助 成 金 に つ い て は 、国 や 他 の

自 治 体 の 補 助 金 等 と の 併 給 が で き な い 規 定 と な

っ て い た が 、よ り 効 果 的 な 企 業 立 地 等 の 促 進 を 図

る た め 、 神 奈 川 県 の 補 助 金 と の 併 給 を 可 能 と し

た 。  
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第 ３ 節  企 業 立 地 促 進 条 例 の 実 績  

 

   次 に 、横 浜 市 か ら 、第 ４ 期 条 例 の 実 績 に つ い て 報 告

が あ っ た 。  

 

( 1 )  認 定 実 績  

ま ず 、こ れ ま で の 条 例 に お け る 認 定 実 績 に つ い て

報 告 が あ っ た 。  

認 定 件 数 の 実 績 は 次 の 表 の と お り で あ る 。  

 

＜ こ れ ま で の 認 定 実 績 （ H 2 9 年 ８ 月 現 在 ） ＞  

期  

( 適 用 年 度 )  
「 固 定 資 産 取 得 型 」  「 テ ナ ン ト 型 」  合 計  

第 １ 期  

( H 1 6 ～ H 2 0 )  
５ ５ 件  （ 制 度 な し ）  ５ ５ 件  

第 ２ 期  

( H 2 1 ～ H 2 3 )  
１ ３ 件  １ ０ 件  ２ ３ 件  

第 ３ 期  

( H 2 4 ～ H 2 6 )  
１ ７ 件  １ ０ 件  ２ ７ 件  

第 ４ 期  

( H 2 7 ～ H 2 9 )  
１ ３ 件  ４ 件  １ ７ 件  

合 計  ９ ８ 件  ２ ４ 件  １ ２ ２ 件  

 

  な お 、 平 成 2 9 年 ８ 月 現 在 で の 第 ４ 期 の 認 定 件 数

は 1 7 件 と な っ て い る が 、 現 時 点 で 調 整 中 の 案 件 も

一 定 程 度 あ る こ と か ら 、 第 ４ 期 の 認 定 件 数 が 第 ３

期 の 認 定 件 数 を 上 回 る 見 込 み で あ る と の 説 明 が あ

っ た 。  
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ま た 、 横 浜 市 の 説 明 に よ れ ば 、 前 回 の 意 見 書 に

お い て 本 税 制 調 査 会 か ら 指 摘 し た 認 定 件 数 の 減 に

つ い て 、 報 告 後 の 認 定 に よ っ て 前 期 の 認 定 件 数 を

上 回 っ た よ う で あ る 。  

次 に 、 第 ４ 期 条 例 に お け る 主 な 認 定 企 業 に つ い

て 報 告 が あ っ た 。  

 

＜ 第 ４ 期 条 例 に お け る 認 定 実 績 （H29 年８月現在）＞  

類型別 主な認定企業（認定投下資本額） 

「固定資産 

 取得型」 

13 件 

・中外製薬(株)【研究所】（837 億） 

・(株)資生堂【研究所】（400 億） 

・京浜急行電鉄(株)【本社】（219 億） 

・(株)コーエーテクモゲームス【本社等】（274 億） 

「テナント型」 

４件 

・日本ＫＦＣホールディングス株式会社 

・キャタピラージャパン合同会社 

 

認 定 対 象 企 業 は い ず れ も 上 場 企 業 又 は そ れ に 準

ず る 大 規 模 な 企 業 で あ っ て 、 「 固 定 資 産 取 得 型 」

に つ い て 、 大 規 模 な 研 究 所 及 び 本 社 の 立 地 が 呼 び

込 め て い る こ と が 確 認 で き る 。  

 

( 2 )  雇 用 状 況  

  次 に 、 認 定 事 業 に 係 る 被 用 者 数 の 増 に つ い て 報

告 が あ っ た 。 雇 用 状 況 は 次 の 表 の と お り で あ る 。  

 

＜ 認 定 事 業 に よ る 被 用 者 数 の 増 ＞  

 開 始 前  H 2 5年 1 2月  H 2 8年 1 2月  開 始 前 比  

被 用 者 数  1 5 , 2 9 9 人  4 1 , 9 4 2 人  4 8 , 7 3 7 人  3 3 , 4 3 8 人  

う ち 横 浜 市 民  ―  1 6 , 5 3 0 人  1 9 , 2 5 1 人  ―  
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  2 6 年 度 の 報 告 時 と の 比 較 で 、 被 用 者 数 は 6 , 7 9 5

人 増 と な っ て お り 、 う ち 横 浜 市 民 は 2 , 7 2 1 人 増 と

な っ て い る 。  

 

( 3 )  市 内 企 業 へ の 発 注 状 況  

  続 い て 、 認 定 事 業 者 に よ る 市 内 企 業 へ の 発 注 状

況 に つ い て 報 告 が あ っ た 。  

報 告 の あ っ た 市 内 企 業 へ の 発 注 状 況 は 次 の 表 の

と お り で あ る 。  

 

＜ 市 内 企 業 へ の 発 注 状 況 （ H 2 8 年 1 2 月 現 在 ） ＞  

（ 単 位 ： 百 万 円 ）  

 建 設 等 <累 計 >  

（ 建 設 工 事  

 ・ 設 備 工 事 等 ）  

事 業 活 動 <単 年 >  

（ 原 材 料 調 達 ・ 物 品 購  

入 ・ 保 守 管 理 ・ 清 掃 ）  

合 計  
市 内 ・  

準 市 内 企 業
合 計  

市 内 ・  

準 市 内 企 業

業 務 系  
（ 1 9 5 , 6 9 7 ）  

2 2 8 , 4 0 4  

（ 1 9 3 , 6 3 9 ）  

2 2 3 , 5 4 0  

（ 2 6 2 , 0 3 2 ）  

5 8 9 , 4 1 7  

（ 3 5 , 6 2 5 ）  

5 6 , 7 5 1  

工 業 系  
（ 1 1 5 , 8 0 0 ）  

1 3 1 , 8 1 9  

（ 8 6 , 6 3 2 ）  

1 0 0 , 1 1 3  

（ 2 3 1 , 2 7 5 ）  

3 3 7 , 5 8 5  

（ 5 7 , 5 6 6 ）  

7 0 , 8 4 3  

計  
（ 3 1 1 , 4 9 7 ）  

3 6 0 , 2 2 3  

（ 2 8 0 , 2 7 1 ）  

3 2 3 , 6 5 3  

（ 4 9 3 , 3 0 7 ）  

9 2 7 , 0 0 2  

（ 9 3 , 1 9 1 ）  

1 2 7 , 5 9 4  

※ 括 弧 内 の 数 字 は 、 前 回 報 告 時 （ H 2 6 年 ） の 状 況 で あ る 。  

 

  2 6 年 度 の 報 告 時 と 比 較 す る と 、 建 設 等 （ 市 内 ・

準 市 内 企 業 ） で 4 3 , 3 8 2 百 万 円 増 と な っ て お り 、 事

業 活 動 （ 市 内 ・ 準 市 内 企 業 ） で 3 4 , 4 0 3 百 万 円 増 と

な っ て い る 。    
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( 4 )  経 済 波 及 効 果 （ テ ナ ン ト 型 ）  

今 回 、 横 浜 市 か ら 、 新 た に 「 テ ナ ン ト 型 」 の 認 定

事 業 に よ る 経 済 波 及 効 果 が 示 さ れ た 。  

そ の 内 容 は 次 の 表 の と お り で あ る 。  

 

＜ 経 済 波 及 効 果 ＞  

認定 

年度 

認定 

件数 

事業継続 

義務期間 

経済波及効果 

単年 
事業継続義務 

期間累計 

誘発被用

者数 
生産誘発額 生産誘発額 

21年度 ２件 10年 1,049人 17,245百万円 172,450百万円 

22年度 ６件 10年 4,060人 67,180百万円 671,800百万円 

23年度 ２件 10年 2,198人 36,312百万円 363,120百万円 

24年度 ２件 7年 827人 13,663百万円 95,641百万円 

25年度 ３件 7年 2,571人 43,563百万円 304,941百万円 

26年度 ４件 7年 1,111人 19,024百万円 133,168百万円 

27年度 ３件 7年又は8年 536人 9,236百万円 67,317百万円 

28年度 １件 7年又は8年 176人 3,008百万円 24,064百万円 

29年度 １件 7年又は8年 285人 3,676百万円 29,408百万円 

合計 24件 ― 12,813人 212,907百万円 1,861,909百万円 

平均 ― ― 534人 8,871百万円 77,580百万円 

 

こ の 経 済 波 及 効 果 は 、産 業 連 関 表 な ど に 基 づ き 試

算 さ れ た 値 で あ り 、実 際 の 経 済 に 与 え た 影 響 そ の も

の で は な い が 、進 出 企 業 が 横 浜 市 経 済 に 与 え た 影 響

を 推 計 す る 指 標 の 一 つ と 言 え る だ ろ う 。  
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( 5 )  参 考 ： 税 収 と 支 援 額 の 比 較  

横 浜 市 か ら 、 認 定 事 業 者 に 対 す る 支 援 額 と 認 定

事 業 者 か ら の 税 収 額 が 示 さ れ た 。  

 

＜ 支 援 額 と 税 収 額 の 比 較 ＞  

 

前 回 の 意 見 書 で も 述 べ て い る が 、 認 定 事 業 者 か

ら の 税 収 と 、 認 定 事 業 者 に 対 す る 助 成 金 と 税 軽 減

の 合 計 と の 差 額 は 、 そ こ に 必 ず し も 直 接 の 相 関 関

係 が あ る も の と は い え な い た め 、 そ の 数 値 を 以 て

政 策 効 果 を 検 証 し た も の と は い え な い 。  

む し ろ 、 財 政 的 な 視 点 で 見 た と き に 、 一 定 期 間

に お い て 、 歳 入 （ 税 収 ） が 歳 出 （ 財 政 支 援 額 ） を

上 回 っ て い る 事 実 が 認 め ら れ る こ と が 確 認 で き る

と い う に 過 ぎ な い 。  

 

  

【単位：百万円】 
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第 ２ 章  次 期 企 業 立 地 促 進 条 例 の 方 向 性  

 

前 章 で は 、企 業 立 地 促 進 条 例 の こ れ ま で の 経 緯 と 状 況

に つ い て 確 認 を 行 っ た 。  

今 回 、横 浜 市 か ら 、条 例 に よ り 、経 済 情 勢 を 踏 ま え た

企 業 の 投 資 や 進 出 を 呼 び 込 め て お り 、 雇 用 ・ 市 内 発 注 ・

経 済 波 及 効 果 な ど の 成 果 が 上 が っ て い る こ と か ら 、引 き

続 き 市 内 に 大 規 模 な 投 資 、企 業 進 出 を 呼 び 込 ん で い く た

め に 、 適 用 期 間 を 延 長 す る 意 向 が 示 さ れ た 。  

ま た 、第 ４ 期 条 例 の 実 績 と し て 次 の ３ つ が 挙 げ ら れ た 。 

 
 

① 第 ４ 期 の 条 例 に お け る 支 援 規 模 や 支 援 対 象 の 拡 充

が 奏 功 し 、本 社・研 究 所 等 の 大 規 模 投 資 や 観 光 M I C E

施 設 （ 音 楽 ホ ー ル 等 ） の 立 地 が 呼 び 込 め て い る 。  

② 特 に み な と み ら い 2 1 地 域 に お い て 、 国 内 で 類 を 見

な い グ ロ ー バ ル 企 業 に よ る オ ー プ ン・イ ノ ベ ー シ ョ

ン 志 向 の 研 究 開 発 拠 点 の 集 積 が 形 成 さ れ つ つ あ る 。 

③ 臨 海 部 や 内 陸 部 の 工 業 集 積 地 域 等 に お い て 、中 小 企

業 の 新 た な 設 備 投 資 や 新 規 進 出 な ど に 活 用 さ れ て

い る 。  
 

 

こ う し た 成 果 を 横 浜 市 の 強 み と し て 生 か す と と も に 、

平 成 3 2 年 の 東 京 2 0 2 0 オ リ ン ピ ッ ク・パ ラ リ ン ピ ッ ク を

見 据 え て 、横 浜 市 の ビ ジ ネ ス 環 境 や 企 業 誘 致 の 姿 勢 を 国

内 外 に 発 信 し 、観 光・ M I C E を 含 め 、企 業 の 投 資 や 進 出 を

呼 び 込 ん で い く こ と 、特 に 中 小 企 業 の 投 資 意 欲 を 後 押 し

し て い く こ と を 目 指 し て 、支 援 制 度 の 見 直 し を 行 い た い

と の 説 明 が あ っ た 。  
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本 章 で は 、こ う し た 状 況 を 踏 ま え て 、横 浜 市 が 検 討 を

行 っ て い る 、 次 期 条 例 の 原 案 に つ い て 検 討 す る 。  

 

第 １ 節  企 業 立 地 を 取 り 巻 く 現 状 と 課 題  

 

( 1 )  横 浜 市 の 課 題  

ま ず 、横 浜 市 が 現 在 認 識 し て い る 企 業 立 地 を 取 り

巻 く 現 状 と 課 題 に つ い て 説 明 が あ っ た 。そ こ で 課 題

と し て 挙 げ ら れ て い る の は 次 の ４ 項 目 で あ る 。  

 
 

ア  ま ち づ く り の 動 き と 連 動 し た 企 業 立 地  

イ  研 究 開 発 拠 点 の 集 積 と 大 規 模 工 場 の 機 能 転 換  

ウ  中 小 企 業 へ の 支 援  

エ  東 京 一 極 集 中 へ の 対 応  
 

 

各 項 目 の 具 体 的 な 課 題 と 現 状 の 内 容 は 次 の と お

り で あ っ た 。  

 

ア  ま ち づ く り の 動 き と 連 動 し た 企 業 立 地  
 

企 業 の 投 資 意 欲 や 事 業 拡 張 の 動 き を 捉 え 、 み

な と み ら い 2 1 地 域 な ど で 本 社 ・ 研 究 所 、観 光 ・

M I C E 施 設 等 の 立 地 が 進 ん だ 一 方 で 、企 業 を 呼 び

込 む 用 地 が 限 定 的 と な っ て い る 状 況 が あ る 。  

ま た 、 今 後 、 市 庁 舎 移 転 を 見 据 え た 関 内 エ リ

ア な ど 、 ま ち づ く り の 動 き と 連 動 し た 企 業 立 地

促 進 施 策 を 検 討 す る 必 要 が あ る 。  
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イ  研 究 開 発 拠 点 の 集 積 と 大 規 模 工 場 の 機 能 転 換  
 

み な と み ら い 2 1 地 域 を 中 心 に 、 グ ロ ー バ ル

企 業 に よ る 研 究 開 発 拠 点 の 投 資 が 進 ん で い る 。  

一 方 、 テ ナ ン ト 型 の 研 究 開 発 拠 点 に つ い て

は 、 市 内 に 企 業 が 必 要 と す る 設 備 等 を 備 え た 賃

貸 施 設 が 不 足 し て お り 、 市 外 に 立 地 を 逃 し て い

る 状 況 が 見 ら れ る 。  

ま た 、 企 業 の グ ロ ー バ ル な 事 業 再 編 の 動 き の

中 で 、 先 端 技 術 や 開 発 力 を 有 す る 工 場 へ の 機 能

転 換 等 に よ り 、 本 市 へ の 定 着 を 促 す 仕 組 み を 検

討 す る 必 要 が あ る 。  
 

 

ウ  中 小 企 業 へ の 支 援  
 

内 陸 部 の 工 業 集 積 地 域 で は 、 住 工 混 在 が 急 速

に 進 展 し 、 既 存 企 業 の 操 業 環 境 が よ り 厳 し く な

っ て お り 、 事 業 を 継 続 す る た め の 設 備 更 新 等 を

後 押 し す る 必 要 が あ る 。  

ま た 、 投 資 意 欲 の 高 い 企 業 へ の 支 援 を 強 化 す

る こ と で 、 中 小 企 業 の さ ら な る 発 展 を 図 る 必 要

が あ る 。  
 

 

エ  東 京 一 極 集 中 へ の 対 応  
 

今 後 、 都 内 で オ フ ィ ス 床 が 大 量 に 供 給 さ れ 、

企 業 の さ ら な る 一 極 集 中 が 進 む こ と が 懸 念 さ

れ て い る 。 特 に 、 テ ナ ン ト 企 業 を 誘 致 し て い く

た め の イ ン セ ン テ ィ ブ 強 化 に 向 け た 検 討 が 必
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要 と な っ て い る 。  

ま た 、 「 テ ナ ン ト 型 」 で は 法 人 市 民 税 相 当 額

を 助 成 し て い る が 、 平 成 3 1 年 1 0 月 以 降 に 適 用

さ れ る 税 制 改 正 （ 法 人 市 民 税 の 一 部 国 税 化 に よ

る 税 率 引 下 げ ） に よ り 、 企 業 へ の 支 援 額 が 減 少

す る こ と へ の 対 応 も 検 討 す る 必 要 が あ る 。  
 

 

( 2 )  他 自 治 体 の 企 業 立 地 促 進 制 度  

ま た 、他 の 自 治 体 に お け る 同 様 の 企 業 立 地 促 進 に

係 る 支 援 制 度 の 状 況 に つ い て 、 報 告 が あ っ た 。  

都 市 部 の 各 自 治 体 に お い て 、横 浜 市 と 類 似 し た 支

援 制 度 が 講 じ ら れ て お り 、多 く の 自 治 体 で は 税 軽 減

の 制 度 も 活 用 し て い る こ と が 確 認 で き る 。  

 

＜ 「 固 定 資 産 取 得 型 」 支 援 に 係 る 他 都 市 の 状 況 ＞  

 
助成金 税軽減 

内容 上限 内容 

さいたま市 取得費（家屋・償却）×10％ 10億 ― 

千葉市 固都税相当額×５年 25億 ― 

横浜市 
取得費（土地・家屋・償却）

×12％ 
50億 固都税×1/2×５年間 

川崎市 
取得費（土地・家屋・償却）

×10％ 
10億 ― 

相模原市 取得費（土地・家屋）×10％ 10億 
固都税（土地・家屋） 

×1/2×５年間 

神奈川県 
取得費（土地・家屋・償却）

×５％ 
５億 不動産取得税×1/2 
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大阪市 ― ― 

固都税・法人市民税・事業所税

初の５年はゼロ、次の５年は

1/2 

＜関西イノベーション国際戦略総

合特区における優遇税制＞ 

神戸市 取得費（家屋・償却）×６％ 
上限 

なし 

固都税・事業所税資産割 

×9/10×５年間 

福岡市 
取得費（土地・家屋・償却） 

×10％ 
10億 ― 

東京都 

（拠点設立に要した経費の

1/2） 

＜アジアヘッドクォーター 

特区拠点設立補助金＞ 

500万 

不動産取得税（家屋）・ 

固定資産税（家屋・償却資

産）・ 

都市計画税（家屋）の全額 

＜アジアヘッドクォーター特区＞ 

 

＜ 「 テ ナ ン ト 型 」 支 援 に 係 る 他 都 市 の 状 況 ＞  

 
助成金 

内容 上限 

さいたま市 賃借料×３か月分 600万 

千葉市 

①賃借料×1/2×１年分 

＋ 

②法人市民税額×３年分 

①500万＋②上限なし 

横浜市 法人市民税法人税割額×３～５年分 ５億（１億/年） 

神戸市 賃借料×1/4×５年分 4.5億 

福岡市 賃借料×1/3×２年分 １億（５千万/年） 

 

第 ２ 節  次 期 条 例 の 具 体 的 な 原 案  

 

前 節 で 、横 浜 市 の 認 識 し て い る 企 業 立 地 を 取 り 巻 く

現 状 と 課 題 に つ い て 確 認 し た 。そ れ ら を 踏 ま え た 次 期

条 例 の 具 体 的 な 見 直 し 内 容 と し て 、横 浜 市 か ら 示 さ れ

た の は 、 次 ペ ー ジ の 案 で あ る 。   
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＜ 次 期 条 例 見 直 し 案 ＞  
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全 体 を 概 観 す る と 、従 来 の 支 援 対 象 施 設 ・ 地 域 に 新

た な 支 援 対 象 施 設 ・ 地 域 が 加 え ら れ て い る ほ か 、助 成

率 及 び 上 限 額 に つ い て 見 直 し が 検 討 さ れ て い る 。併 せ

て 、こ れ ら の 見 直 し に あ た っ て の ポ イ ン ト と し て 次 の

６ 点 が 挙 げ ら れ て い る 。  

 

 

こ れ ら の ポ イ ン ト ご と の 、見 直 し の 考 え 方 と 具 体 的  

な 内 容 に つ い て は 次 の と お り で あ る 。  

 

( 1 )  「 固 定 資 産 取 得 型 」の 枠 組 み 変 更（ 中 小 企 業 へ の

支 援 強 化 ）  
 

( 1 )  「 固 定 資 産 取 得 型 」の 枠 組 み 変 更（ 中 小 企 業 へ

の 支 援 強 化 ）  

( 2 )  研 究 開 発 機 能 立 地 へ の 支 援 強 化  

( 3 )  関 内 の 業 務 機 能 強 化  

( 4 )  工 業 集 積 の 維 持 ・ 機 能 転 換 の 促 進  

( 5 )  特 定 地 域 外 へ の 立 地 に 対 す る 制 度 の 創 設  

( 6 )  「 テ ナ ン ト 型 」 の 強 化 （ 助 成 金 か ら 税 軽 減 へ ） 

【 見 直 し の 考 え 方 】  

現 在 、横 浜 市 は み な と み ら い 2 1 地 域 の 開 発 が 進

ん だ こ と な ど に よ り 、 新 た に 企 業 を 誘 致 す る こ と

が で き る 事 業 用 地 が 限 定 的 と な っ て い る 。  

関 内 地 区 の 経 済 的 地 盤 沈 下 の 懸 念 、 大 規 模 工 場

の 撤 退 、 内 陸 部 製 造 業 の 操 業 環 境 の 悪 化 、 賃 貸 型

Ｒ ＆ Ｄ 施 設 の 不 足 、 オ ー プ ン ・ イ ノ ベ ー シ ョ ン 志

向 の Ｒ ＆ Ｄ の 立 地 な ど 対 応 す べ き 課 題 が あ る 。  

投 資 意 欲 の 高 い 企 業 へ の 支 援 を 強 化 す る こ と
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こ の 見 直 し の 内 容 に つ い て 委 員 か ら 、 以 下 の よ

う に 重 要 な 指 摘 が 行 わ れ た 。  

す な わ ち 、R E I T（ 投 資 法 人 ・ 投 資 信 託 ）が 固 定 資

産 を 取 得 し て 運 用 す る 場 合 に は 、現 行 の 条 例 は 適 用

さ れ な い 規 定 と な っ て い る が 、東 京 都 内 、と く に 東

京 駅 周 辺 、 六 本 木 周 辺 な ど の 特 定 地 域 に お い て は 、

現 在 で も そ う い っ た 所 有 形 態 に よ る 立 地 も あ り 、そ

う い っ た 投 資 を 呼 び 込 む た め に も 、条 例 の 適 用 を 検

討 す る べ き で は な い か と の 指 摘 で あ る 。  

 

 

 

 

 

で 、 中 小 企 業 の さ ら な る 発 展 を 図 る 必 要 が あ る 。  

 

【 見 直 し 内 容 】  

① 中 小 企 業 は 、 １ 億 円 以 上 の 投 資 額 か ら 助 成 金 を

交 付 す る 。  

税 軽 減 （ 固 定 資 産 税 ・ 都 市 計 画 税 の 税 率 を 1 / 2）

か ら 変 更 す る こ と に よ り 支 援 拡 充 す る 。  

② 大 企 業 は 、 低 投 資 額 を 現 行 の 1 0 億 円 か ら 5 0

億 円 に 引 き 上 げ 、 本 市 へ の 定 着 が 見 込 ま れ る 大

規 模 投 資 を 促 進 す る こ と を 明 確 化 す る 。  

③ 「 固 定 資 産 税 等 の 軽 減 」 を 廃 止 し 「 助 成 金 」 に

一 本 化 す る 。  
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( 2 )  研 究 開 発 機 能 立 地 へ の 支 援 強 化  
 

【 見 直 し の 考 え 方 】  

昨 今 の 企 業 立 地 に お い て は 、 こ れ ま で の 自 社

単 独 で 進 め る た め の 研 究 所 と は 異 な り 、 オ ー プ

ン ・ イ ノ ベ ー シ ョ ン 型 研 究 開 発 、す な わ ち 、他 社

と 協 業 し て 新 た な 研 究 開 発 手 法 を 志 向 す る と い

う 特 徴 が あ る 。そ し て 、日 本 の 強 み 分 野 で あ る 自

動 車 産 業 で は 、 自 動 運 転 な ど 次 世 代 自 動 車 の 研

究 開 発 が 活 性 化 す る 動 き も あ る 。  

ま た 、他 の 企 業 や ベ ン チ ャ ー 企 業 、大 学 な ど と

共 同 で ビ ジ ネ ス 化 を 進 め る 志 向 が 強 ま っ て い

る 。  

し か し 、 み な と み ら い 2 1 地 域 等 で 研 究 開 発 拠

点 へ の 投 資 が 進 む 一 方 で 、 テ ナ ン ト 型 の 研 究 開

発 拠 点 の 進 出 に つ い て は 、 市 内 に 賃 貸 施 設 が 不

足 し て い る た め 、 市 外 に 逃 し て い る と い う 状 況

に あ る 。  

 

【 見 直 し 内 容 】  

① テ ナ ン ト 進 出 で の 研 究 開 発 拠 点 の 市 内 立 地 を

積 極 的 に 促 進 す る た め 、そ の 受 け 皿 と な る 賃 貸

型 Ｒ ＆ Ｄ 施 設 の 立 地 に 対 す る 支 援 を 創 設 す る 。 

② オ ー プ ン ・ イ ノ ベ ー シ ョ ン に よ る 新 た な ビ ジ ネ

ス の 創 出 を 促 進 す る た め 、 本 社 ・ 研 究 所 等 の 建

設 ・ 取 得 に つ い て 、 そ の 一 部 に 市 内 企 業 等 と の

交 流 ス ペ ー ス や ベ ン チ ャ ー 企 業 誘 致 床 等 を 整

備 す る 場 合 は 新 た に 支 援 対 象 と す る 。  
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( 3 )  関 内 の 業 務 機 能 強 化  
 

【 見 直 し の 考 え 方 】   

2 0 2 0 年 に 予 定 さ れ て い る 市 庁 舎 移 転 に よ り 、従

業 者 数 の 減 や 空 室 率 の 増 な ど 、 関 内 地 区 の 経 済 的

な 地 盤 沈 下 が 懸 念 さ れ て い る 。 そ う し た 地 盤 沈 下

を 防 ぎ 、 ビ ジ ネ ス 地 区 と し て 再 生 を 図 る 必 要 性 が

急 速 に 高 ま っ て い る 。  

 

【 見 直 し 内 容 】  

① 市 庁 舎 移 転 を 契 機 に 、 関 内 エ リ ア の 業 務 機 能 の

再 生 ・ 強 化 を 強 力 に 促 進 し て い く た め 、 支 援 規

模 や 対 象 の 拡 充 を 図 る 。  

② ベ ン チ ャ ー 企 業 や 成 長 産 業 の 企 業 集 積 等 、 関 内

の 魅 力 ・ 強 み を 生 か し た ま ち づ く り を 進 め て い

く た め 、 受 け 皿 と な る 賃 貸 ビ ル の 建 替 え や 低 未

利 用 地 へ の 新 築 及 び 耐 震 改 修 等 に 対 す る 支 援

制 度 の 創 設 を 検 討 す る 。  
 

 

こ の 見 直 し の 内 容 に つ い て 委 員 か ら は 、企 業 立 地

促 進 施 策 と ま ち づ く り 施 策 と の 連 携 に つ い て 重 要

な 指 摘 が あ っ た 。す な わ ち 、関 内 地 区 に は 歴 史 的 な

建 築 物 も 多 数 存 在 し て お り 、そ う い っ た 建 物 に つ い

て も 建 て 替 え を 促 進 す る 流 れ に な っ て し ま う の で

は な い か 、も し も そ う な っ て し ま う 場 合 、そ れ で も

良 い の か ど う か 、ま ち づ く り 施 策 と こ の 条 例 と の 関

係 性 に つ い て 整 理 し て お く 必 要 が あ る と の 指 摘 で

あ る 。  
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( 4 )  工 業 集 積 の 維 持 ・ 機 能 転 換 の 促 進  
 

【 見 直 し の 考 え 方 】  

内 陸 部 の 工 業 集 積 地 域 に つ い て は 、 急 速 に 住 宅

化 、住 工 混 在 化 が 進 ん で お り 、既 存

の 中 小 企 業 の 製 造 業 の 操 業 環 境 が

悪 化 し て い る 。  

 

 

ま た 、大 企 業 の グ ロ ー バ ル な 事 業 再 編 の 中 で 、市

内 の 大 規 模 工 場 が 閉 鎖 す る 動 き が み ら れ る 。  

 

【 見 直 し 内 容 】  

① 内 陸 部 の 工 業 集 積 地 域 で 急 速 に 住 工 混 在 が 進 ん

で い る た め 、 既 存 の 中 小 企 業 が 継 続 し て 操 業 で

き る よ う 、 工 業 系 エ リ ア の 支 援 対 象 地 域 を 工 業

集 積 地 域 全 域 に 拡 大 す る 。  

② 企 業 の グ ロ ー バ ル な 事 業 再 編 等 の 動 き の 中 で 、

大 規 模 工 場 が 市 内 か ら 撤 退 す る 動 き に 対 応 す る

た め 、 今 後 も 本 市 へ の 定 着 が 大 き く 期 待 で き る

マ ザ ー 工 場 の 立 地 ・ 機 能 転 換 に 対 す る 支 援 を 強

化 す る 。  
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こ の 見 直 し の 内 容 に つ い て 委 員 か ら は 、国 の 政 策

変 更 を 吟 味 す べ き で あ る と の 重 要 な 指 摘 が あ っ た 。

す な わ ち 、国 は 企 業 立 地 促 進 法 を 改 正 し て 、地 域 未

来 投 資 促 進 法 と し た が 、地 域 の 特 性 を 活 用 し た 事 業

支 援 を 促 進 す る 政 策 変 更 と 本 市 条 例 の 整 合 性 に つ

い て 慎 重 に 検 討 す べ き で は な い か と の 指 摘 で あ る 。 

 

( 5 )  特 定 地 域 外 へ の 立 地 に 対 す る 制 度 創 設  
 

【 見 直 し の 考 え 方 】  

み な と み ら い の 開 発 も 総 宅 地 面 積 に お け る 開 発

率 が 7 4％ と か な り 進 ん で お り 、 特 定 地 域 内 で 企 業

立 地 を 誘 導 す る こ と が で き る 市 有 地 が 限 定 的 と な

っ て き て い る 。  

特 定 地 域 外 で 優 良 な 企 業 立 地 の 動 き が あ っ た 際

に 、 確 実 に 横 浜 市 に 立 地 し て も ら う こ と が 可 能 と

な る 制 度 が 必 要 に な っ て い る 。  

 

【 見 直 し 内 容 】  

① 特 に 高 い 経 済 効 果 が 認 め ら れ る 場 合 、 特 定 地 域

外 の 事 業 計 画 も 支 援 対 象 と す る 枠 組 み を 創 設 す

る 。  
 

 

こ の 見 直 し の 内 容 に つ い て 委 員 か ら は 、特 に 経 済

効 果 の 高 い 事 業 で あ る と 認 め る 基 準 を し っ か り と

規 定 し 、恣 意 的 な 裁 量 が 入 ら な い よ う に す る 必 要 が

あ る と の 重 要 な 指 摘 が あ っ た 。  
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( 6 )  「 テ ナ ン ト 型 」 の 強 化 （ 助 成 金 か ら 税 軽 減 へ ）  
 

【 見 直 し の 考 え 方 】  

「 テ ナ ン ト 型 」 支 援 に つ い て は 、 み な と み ら い

2 1 地 域 を 中 心 に 本 社 等 の 集 積 の 効 果 が 見 ら れ る 。 

一 方 、 2 0 1 8 年 か ら 2 0 2 0 年 ま で に 東 京 で 整 備 さ

れ る オ フ ィ ス 床 は 約 4 0 0 万 ㎡ と 見 込 ま れ て お り 、

膨 大 な 供 給 に よ り 、 都 内 で 新 し い オ フ ィ ス を 割 安

な 賃 料 で 借 り ら れ る よ う に な る こ と で 、 東 京 と の

相 対 的 な 競 争 力 が 大 き く 低 下 す る 可 能 性 が あ る 。

こ う し た 状 況 下 で 、 横 浜 で 計 画 さ れ て い る 主 な オ

フ ィ ス 床 は 約 1 3 万 ㎡ に 留 ま っ て お り 、 企 業 の 東

京 へ の 一 極 集 中 が さ ら に 加 速 す る 懸 念 が あ る 。  

ま た 、 現 行 条 例 の 「 テ ナ ン ト 型 」 支 援 は 、 法 人

市 民 税 法 人 税 割 相 当 額 を 助 成 す る 制 度 で あ る が 、

国 の 税 制 改 正 で 、 法 人 市 民 税 が 一 部 国 税 化 さ れ た

こ と に よ り 、 企 業 へ の 助 成 額 （ 法 人 市 民 税 法 人 税

割 相 当 額 ） が 減 少 し て い る 。  

ま た 、東 京 2 0 2 0 オ リ ン ピ ッ ク・パ ラ リ ン ピ ッ ク

を 契 機 と す る 国 の 対 日 投 資 拡 大 の 動 き と 連 動 し

た 外 資 系 企 業 誘 致 を 強 化 す る 必 要 が あ る 。  

従 前 に も 増 し て な お 一 層 、 企 業 に 働 き か け る 誘

因 措 置 の 強 化 が 必 要 と な っ て い る 。  

 

【 見 直 し の 内 容 】  

① 「 納 付 後 の 助 成 金 」 か ら 「 申 告 （ 納 付 ） 時 点 の

税 軽 減 」 へ の 転 換 に よ り 、 支 援 を 早 期 化 す る 。  

② 法 人 市 民 税 の 一 部 国 税 化 に よ り 、 支 援 額 （ 法 人

市 民 税 法 人 税 割 額 ） が 減 少 す る こ と を 踏 ま え 、

支 援 期 間 を １ 年 延 長 す る 。  
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【 改 正 前 】  

〇 助 成 金  

・ 法 人 市 民 税 法 人 税 割 の

納 付 後 に 相 当 額 を 助 成

金 と し て 交 付  

・ 助 成 期 間 ： ３ 年 （ ４ 年 ） 

 

・ 外 資 系 企 業 の 特 例  

（ ＋ １ 年 ）  

【 改 正 案 】  

〇 税 軽 減  

・ 法 人 市 民 税 法 人 税 割 額

を 軽 減 （ 全 額 ）  

 

・ 軽 減 期 間 ： ４ 年（ ５ 年 ）

（ １ 年 延 長 ）  

・ 外 資 系 企 業 の 特 例  

（ ＋ １ 年 ） を 継 続  

 

【 参 考 １ ：「 テ ナ ン ト 型 」へ の 支 援 額（ 決 算 額 ）】 

   （ 交 付 額 単 位 ： 百 万 円 ）  

年 度  H 2 4  H 2 5  H 2 6  H 2 7  H 2 8  累 計  

交 付 件 数  ２ 件  ４ 件  ８ 件  ８ 件  ９ 件  3 1 件  

交 付 額  6 7  7 1  1 2 9  2 1 3  2 9 4  7 7 6  

 

【 参 考 ２ ： 他 自 治 体 の 導 入 状 況 】  

都 市 名  法 人 市 民 税 法 人 税 割 の 軽 減 内 容  

海 老 名 市  ２ 分 の １ （ ３ 年 間 ）  

宇 都 宮 市 （ 栃 木 県 ）  大 9 0％ 減 額 （ ３ 年 間 ）  

出 水 市 （ 鹿 児 島 県 ）  全 額 （ 1 0 年 間 、 上 限 ３ 億 円 /年 ）  

※ こ の 他 に も 、 特 区 制 度 な ど と 連 動 し て 軽 減 措 置 が あ

る 自 治 体 も あ る が 、 独 自 に 課 税 自 主 権 を 活 用 し て 実

施 し て い る 政 令 指 定 都 市 は 、 現 時 点 で は 存 し な い 。  
 

 

 こ の 見 直 し の 内 容 に つ い て 、 委 員 か ら 、 認 定 基

準 に か か わ る 非 常 に 重 要 な 指 摘 が あ っ た 。 す な わ

ち 、 条 例 の 支 援 対 象 事 業 と そ の 他 の 事 業 の 按 分 す

る 際 に 使 用 す る 従 業 者 数 の 確 認 に つ い て 、 事 業 年

度 の 末 日 時 点 で の 数 字 を 申 告 さ せ る だ け で な く 、

必 要 に 応 じ て 現 地 調 査 を 行 う な ど す べ き で あ る と

の 指 摘 で あ る 。   
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第 ３ 章  課 税 自 主 権 を 活 用 し た 政 策 税 制 に 関 す る 検 討  

 

前 章 で は 、横 浜 市 か ら 示 さ れ た 次 期 企 業 立 地 促 進 条 例

の 考 え 方 と 具 体 的 な 見 直 し 内 容 に つ い て 考 察 し た 。  

そ こ で 本 章 で は 、課 税 自 主 権 を 活 用 し た 政 策 税 制 と い

う 視 点 か ら 、横 浜 市 の 案 に 検 討 を 加 え る 。条 例 案 の「 柱 」

は 、 以 前 と 同 様 、 「 固 定 資 産 取 得 型 」 と 「 テ ナ ン ト 型 」

の 二 本 立 て と な っ て い る た め 、そ れ ら を 順 に 見 て ゆ く こ

と に し よ う 。  

 

第 １ 節  「 固 定 資 産 取 得 型 」 ： 税 軽 減 の 廃 止 と 助 成 金 の

拡 充  

 

企 業 立 地 促 進 条 例 の 見 直 し の 第 １ の 「 柱 」 は 、「 固

定 資 産 取 得 型 」に お い て 行 わ れ て き た 固 定 資 産 税 等 の

軽 減 措 置 を 廃 止 し 、 助 成 金 の み に す る こ と で あ る 。  

こ の 見 直 し の 理 由 と し て 横 浜 市 は 次 の ２ 点 を 挙 げ

て い る 。  

第 １ に は 、税 の 軽 減 を 廃 止 し て 助 成 金 に 一 本 化 す る

こ と が 、企 業 規 模 の よ り 小 さ な 中 小 企 業 へ の 支 援 強 化

に な る と 判 断 し た こ と で あ る 。助 成 金 の 交 付 基 準 で あ

る 投 下 資 本 額 を 引 き 下 げ る こ と に よ っ て 、中 小 企 業 が

助 成 支 援 を 受 け や す く な る の で あ る 。  

第 ２ に は 、既 進 出 企 業 か ら の 声 と し て 、横 浜 市 へ の

立 地・進 出 を 決 定 す る 際 に 重 要 と な っ た 要 因 に 関 し て 、

規 模 の 大 き い 助 成 金 の イ ン セ ン テ ィ ブ が 、特 に 大 規 模

な 投 資 に お い て は 有 効 だ っ た と い う こ と で あ る 。  

そ こ で 次 に 、今 回 の 見 直 し の 根 拠 を 本 税 制 調 査 会 が



34 

 

精 査 し 、適 正 な 根 拠 な の か 否 か 検 討 し て み る こ と と す

る 。具 体 的 に は 、税 の 軽 減 と 助 成 金 と の ど ち ら が 、横

浜 市 へ の 企 業 誘 致 に と っ て 適 切 な 策 な の か 考 察 す る

の で あ る 。  

 

( 1 )  企 業 の 負 担 軽 減 の 違 い（ 初 期 費 用 の 軽 減 と 一 定 期

間 の 運 営 経 費 の 軽 減 と の 違 い ）  

ま ず は じ め に 、固 定 資 産 税 等 の 軽 減 措 置 と 助 成 金

と が 、企 業 に と っ て い か な る 意 味 を 持 つ の か を 見 て

み よ う 。 固 定 資 産 税 等 の 軽 減 措 置 は 、「 固 定 資 産 取

得 型 」の 支 援 策 の 一 部 で あ り 、取 得 費 に 対 す る 助 成

金 と 組 み 合 わ せ て 活 用 さ れ て い る 。  

取 得 費 に 対 す る 助 成 金 は 、企 業 が 新 た に そ の 事 業

の 用 に 供 す る た め に 取 得 す る 固 定 資 産 の 取 得 費 に

対 し て 助 成 率 を 乗 じ た 額 が 交 付 さ れ る も の で 、そ の

助 成 率 と 金 額 の 上 限 は 地 域 ・ 分 野 に 応 じ て 異 な る 。

こ の 助 成 金 は 、企 業 の 新 規 立 地 に 係 る 初 期 費 用 の 軽

減 を 目 的 と す る 。  

こ れ に 対 し て 固 定 資 産 税 等 の 軽 減 措 置 は 、企 業 が

新 た な 事 業 の た め に 固 定 資 産 を 取 得 し た 場 合 に 、当

初 の ５ 年 間 の 税 率 を ２ 分 の １ と な る も の で あ る 。し

た が っ て 税 の 軽 減 措 置 は 企 業 に と っ て 、事 業 開 始 後

の 一 定 期 間 の 事 業 運 営 経 費 を 軽 減 す る と い う 意 義

を 有 す る こ と が 分 か る 。  

 

( 2 )  固 定 資 産 税 等 の 軽 減 措 置 と 助 成 金 と の 支 援 規 模

の 違 い  

両 者 の 位 置 付 け が 明 ら か に な っ た と こ ろ で 、支 援
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額 の 規 模 か ら 比 較 を し て み よ う 。現 行 条 例 に お け る

固 定 資 産 の 取 得 に 対 す る 助 成 金 は 、地 域 ・ 分 野 に よ

っ て 異 な る が 、取 得 費 に 対 し て 助 成 金 が 占 め る 割 合

（ 助 成 率 ）は ５ ％ か ら 1 2％ ま で と な っ て お り 、上 限

額 は 2 0 億 円 か ら 5 0 億 円 ま で と な っ て い る 。  

一 方 、固 定 資 産 税 等 の 軽 減 措 置 は 、対 象 事 業 の 用

に 供 す る 資 産 に 対 す る 税 率 （ 土 地 ・ 家 屋 で あ れ ば

1 . 7％ 、償 却 資 産 で あ れ ば 1 . 4％ ）を ２ 分 の １ に 軽 減

し て い る 。固 定 資 産 税 等 の 課 税 標 準 額 の 算 定 基 礎 と

な る 評 価 額 は 、 基 本 的 に は そ の 取 得 費 に 比 例 す る 。

た だ し 、固 定 資 産 税 等 の 課 税 標 準 額 は 、そ の 算 定 基

準 か ら 取 得 費 を 超 え る こ と は ほ ぼ な い 。  

こ こ ま で で す で に 明 ら か な よ う に 、固 定 資 産 税 等

の 軽 減 と 助 成 金 と に よ る 支 援 額 は 、取 得 費 に 応 じ て

大 き く な る 仕 組 み と な っ て い る 。  

こ こ で 、モ デ ル ケ ー ス を 用 い て 固 定 資 産 税 等 の 軽

減 と 助 成 金 に つ い て 支 援 額 の 試 算 を 行 い 、そ の 規 模

の 比 較 を 行 っ て み る こ と に す る 。  

 

＜ 固 定 資 産 税 等 の 軽 減 と 助 成 金 の 支 援 額 試 算 ＞  

 

モ デ ル ： 助 成 率 が ５ ％ の 地 域 に お い て 、本 社 以 外 の

事 務 所 等 の た め の 土 地 を 8 0 億 円 で 取 得 し

た ケ ー ス  
 

   〇 助 成 金 に よ る 支 援 額  

助 成 額 は 、 投 下 資 本 額 （ 取 得 費 ） に 助 成 率 を 掛 け

た 額 と 上 限 額 の い ず れ か 低 い ほ う と な る 。  

こ の ケ ー ス で は 、 投 下 資 本 額 が 8 0 億 円 、 助 成 率
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が ５ ％ 、 助 成 上 限 額 が 1 0 億 円 と な り 、 助 成 金 額

を 試 算 す る と 以 下 の よ う に な る 。  

 

8 0 億 円   ×  ５ ％   ＝   ４ 億 円  

（ 投 下 資 本 額 ）  （ 助 成 率 ）   （ 助 成 額 ）  

 

〇 固 定 資 産 税 等 の 軽 減 に よ る 支 援 額  

土 地 の 取 得 費 で あ る 8 0 億 円 が 、 地 価 公 示 価 格 と

同 額 で あ る と 仮 定 し て 固 定 資 産 税 等 の 軽 減 に よ る

支 援 額 を 試 算 す る と 以 下 の よ う に な る 。  

 

・   8 0 億 円   ×   0 . 7    ＝  5 6 億 円  

（ 地 価 公 示 価 格 ） （ ７ 割 評 価 ※ ）  （ 評 価 額 ）  

※ 固 定 資 産 評 価 額 は 地 価 公 示 価 格 の ７ 割 を 目 途 に 評

価 す る と さ れ て い る 。  

 

・   5 6 億 円  ×   0 . 7    ＝  3 9 . 2 億 円  

（ 評 価 額 ）  （ 負 担 水 準 ※ ）  （ 課 税 標 準 額 ） 

※ 商 業 地 等（ 住 宅 用 地 以 外 ）の 課 税 標 準 額 は 、価 格（ 評

価 額 ） の 7 0％ が 上 限 と な っ て い る 。  

 

・   3 9 . 2 億 円  ×  0 . 8 5％  ＝  0 . 3 3 3 2 億 円  

（ 課 税 標 準 額 ） （ 税 率 の 差 ※ ）（単 年 度 軽 減 額 ）  

※ 計 算 を 簡 素 化 す る た め 、 横 浜 市 の 固 定 資 産 税 ・ 都 市

計 画 税 の 税 率 の 合 計（ 1 . 7％ ）か ら 、企 業 立 地 促 進 条

例 に よ る 認 定 事 業 の 用 に 供 す る 資 産 に 適 用 さ れ る

固 定 資 産 税 ・ 都 市 計 画 税 の 税 率 の 合 計 （ 0 . 8 5 ％ ） を

除 し た 税 率 の 差 を 乗 じ て 試 算 し て い る 。  

 

・   0 . 3 3 3 2 億 円  × ５ 年 間  ＝  1 . 6 6 6 億 円  

（ 単 年 度 軽 減 額 ） （ 軽 減 期 間 ）  （ 総 軽 減 額 ）  

 

両 者 の 支 援 規 模 を 比 較 す る と 、助 成 金 は 取 得 費 に
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対 し て 上 限 額 が あ る と は い え 、 低 で も ５ ％ を 乗 じ

た 額 が 助 成 さ れ る の に 対 し て 、固 定 資 産 税 等 の 軽 減

は 課 税 標 準 額 の 大 で も 0 . 8 5％ を 乗 じ た 額 の ５ 年

分 に 留 ま る こ と と な り 、助 成 金 と の 間 で 支 援 の 規 模

に 大 き な 差 が 出 て い る こ と が 分 か る 。  

 

( 3 )  助 成 金 へ の 変 更 の 正 当 性 と 留 意 点  

こ こ ま で の 検 討 を 踏 ま え て 、固 定 資 産 税 等 の 軽 減

措 置 を 助 成 金 へ 一 本 化 す る こ と の 適 否 に つ い て 考

察 す る 。  

税 の 軽 減 措 置 は 、納 税 額 以 上 に 納 税 者 の 経 済 的 負

担 を 軽 減 す る こ と は で き ず 、支 援 の 規 模 に は 自 ず と

限 界 が あ る 。こ の 点 か ら 見 れ ば 、資 本 投 資 自 体 を 誘

引 す る こ と が 政 策 の 目 的 で あ れ ば 、固 定 資 産 取 得 へ

の 支 援 と し て は 助 成 金 の 方 が 適 切 な 措 置 と い う こ

と に な る 。助 成 金 を メ イ ン と し て 、固 定 資 産 税 等 の

軽 減 措 置 は 、む し ろ そ れ を 補 強 す る た め の 支 援 策 と

い う こ と が で き る の で あ る 。  

さ ら に 、助 成 金 の 場 合 に は 地 域 や 産 業 分 野 な ど に

応 じ て 助 成 率 や 上 限 額 を 変 え る こ と で 強 弱 を つ け

や す く 、よ り 支 援 対 象 を 限 定 し た 施 策 を 実 施 す る こ

と が で き る と い う 利 点 が あ る の で あ る 。  

 以 上 が 結 論 で あ る が 、検 討 の 過 程 で は 、税 軽 減 も

存 続 さ せ 、 助 成 金 と 税 軽 減 と を 企 業 が 選 択 で き る よ

う に す る 手 法 の 可 能 性 も 検 討 し た 。 固 定 資 産 税 等 の

軽 減 措 置 は 、 実 績 を 有 す る 支 援 手 法 で あ り 、 横 浜 市

域 で の 企 業 立 地 の 促 進 を 支 え て き た か ら で あ る 。 し

か し 慎 重 な 検 討 を 加 え た 結 果 、 今 回 の 条 例 見 直 し に
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あ た っ て は 、 従 来 以 上 に 簡 素 で 分 か り や す い 制 度 に

す べ き と の 意 見 も 強 く 、 こ の 企 業 が オ プ シ ョ ン 選 択

で き る 制 度 は 諦 め る こ と と し た の で あ る 。  

ま た 、 横 浜 市 の 示 し た 次 期 条 例 の 原 案 で は 、 税 制

の 見 直 し と 併 せ て 、 助 成 金 の 交 付 基 準 で あ る 低 投

下 資 本 額 の 引 下 げ を 検 討 し て い る 。 こ の 引 下 げ に よ

り 、 こ れ ま で 固 定 資 産 税 等 の 軽 減 措 置 に よ る 支 援 の

み で あ っ た 事 業 者 （ 中 小 企 業 者 で 投 下 資 本 額 が １ 億

円 以 上 ５ 億 円 未 満 ） に 対 し て も 助 成 金 が 交 付 さ れ る

こ と と な る 。 も と も と 税 軽 減 の 適 用 を 予 定 し て 横 浜

市 へ の 立 地 を 考 え て い た 企 業 も 一 定 数 存 在 す る と

考 え ら れ る た め 、 助 成 金 に よ る 支 援 の 対 象 と な る こ

と の 周 知 等 に 留 意 す べ き で あ る こ と を 指 摘 し て お

く 。  

 

第 ２ 節  法 人 市 民 税 法 人 税 割 の 軽 減 措 置 の 導 入  

 

企 業 立 地 促 進 条 例 の 見 直 し に お け る 第 ２ の「 柱 」は 、

「 テ ナ ン ト 型 」と し て 行 っ て き た 助 成 金（ 法 人 市 民 税

法 人 税 割 に 相 当 す る 額 ）を 、法 人 市 民 税 法 人 税 割 の 軽

減 へ と 改 め る と い う 改 正 で あ る 。  

改 正 の 理 由 と し て 横 浜 市 が 主 張 し て い る の は 、 次  

の ２ 点 で あ る 。す な わ ち 、第 １ に は 、企 業 の 負 担 軽 減

が 実 現 す る 時 期 、タ イ ミ ン グ の 改 善 で あ る 。現 行 制 度

で は 一 度 、法 人 市 民 税 の 申 告 納 付 を 行 っ た 後 に 相 当 額

を 助 成 金 と し て 交 付 し て い る た め 、税 軽 減 と 比 べ る と 、

負 担 軽 減 の 実 現 が は る か に 遅 い 時 期 に な っ て し ま う

の で あ る 。  
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第 ２ に は 、企 業 の 事 務 負 担 の 軽 減 で あ る 。現 行 制 度

で は 、企 業 が 助 成 金 を 交 付 さ れ る に は 申 告 納 付 後 に 別

途 の 手 続 が 必 要 で あ る 。そ れ が 申 告 納 付 の 際 に 税 の 軽

減 措 置 を 受 け る こ と が で き れ ば 、手 続 が 大 い に 簡 便 に

な る の で あ る 。  

企 業 立 地 促 進 条 例 に お け る 法 人 市 民 税 法 人 税 割 の

軽 減 に つ い て は 、本 税 制 調 査 会 は 過 去 に 否 定 的 な 意 見

を 述 べ て い た 。具 体 的 に は 、前 身 で あ る 税 制 研 究 会 に

よ る 意 見 書 （ 平 成 2 3 年 度 ） に お い て 、 「 所 管 局 の 検

討 案 に つ い て 税 制 と し て 仕 組 む に は さ ら に 議 論 や 検

討 が 必 要 で あ る 。特 に 税 制 と し て も 重 要 な 公 平 性 の

視 点 か ら 政 策 税 制 と し て の 不 公 平 を 上 回 る 公 益 性 の

説 明 の 点 や 適 切 な 手 段 の 視 点 か ら 、支 援 の 手 法 と し て

適 当 な の か 。 」 と 指 摘 し て い る 。  

し か し 、意 見 書 で も こ う し た 指 摘 を し て い る と こ ろ

だ が 、公 益 性 と 手 段 と を 取 り 巻 く 状 況 が 当 時 と は 大 き

く 変 化 し て い る 。先 に 横 浜 市 か ら も 示 さ れ て い る と お

り 、 2 0 2 0 年 ま で に 東 京 で 大 量 に 供 給 さ れ る オ フ ィ ス

床 な ど 、企 業 の 東 京 へ の 一 極 集 中 の さ ら な る 加 速 が 懸

念 さ れ て い る 状 況 が あ り 、東 京 を は じ め と す る 首 都 圏

の 自 治 体 間 に お け る 企 業 誘 致 競 争 も 過 熱 し て い る 。つ

ま り 社 会 ・ 経 済 情 勢 、特 に 都 市 間 誘 致 競 争 が 激 化 し た

結 果 、企 業 誘 致 政 策 の 必 要 性 、広 い 意 味 で の 公 益 性 が

か つ て な い ほ ど 高 ま っ て い る の で あ る 。そ の 公 益 性 を

他 都 市 と の 競 争 に 勝 っ て 確 保 す る た め に は 、よ り 適 切

な 手 段 を 選 択 せ ざ る を え な い の で あ る 。  

そ し て 、よ り 適 切 な 手 段 と は 法 人 市 民 税 法 人 税 割 の

軽 減 と い う こ と に な る 。な ぜ な ら ば 、税 軽 減 と す る こ
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と に よ り 、助 成 金 と 比 較 し て 効 果 の タ イ ミ ン グ が 早 く

な る こ と で 、企 業 の イ ン セ ン テ ィ ブ 、つ ま り 政 策 の 効

果 が よ り 高 ま る か ら で あ る 。ま た 、独 自 の 条 例 に よ る

企 業 誘 致 推 進 の た め の 法 人 市 民 税 法 人 税 割 の 軽 減 措

置 は 、他 の 政 令 指 定 都 市 で は 導 入 さ れ て お ら ず 、横 浜

市 が 初 め て 導 入 す る こ と は 、都 市 間 誘 致 競 争 に お い て

非 常 に 大 き な ア ナ ウ ン ス 効 果 も 期 待 で き る の で は な

い か と 考 え る 。  

も ち ろ ん 法 人 市 民 税 法 人 税 割 の 軽 減 を 導 入 す る の

に あ た っ て は 、注 意 す べ き 点 や さ ら に 検 討 す べ き 点 も

あ る 。 以 下 で そ う し た 点 に つ い て 検 討 す る 。  

 

( 1 )  手 段 の 適 切 性  

次 期 条 例 と し て 提 案 さ れ て い る 法 人 市 民 税 法 人

税 割 の 軽 減 措 置 は 、こ れ ま で 助 成 金 に よ っ て 行 っ て

い る 支 援 を 、税 の 軽 減 に 転 換 し よ う と い う 案 で あ る 。 

こ れ ま で 本 税 制 調 査 会 は 、逆 方 向 の 仕 組 み を 提 唱

し て き た 。す な わ ち 、政 策 的 な 誘 導 は 、ま ず は 助 成

金 等 の 支 援 手 法 に よ っ て 行 う べ き で あ り 、税 負 担 の

軽 減 は 、さ ら に 強 い 誘 引 が 必 要 な 場 合 に 用 い ら れ る

べ き と し て き た の で あ る 。し か し な が ら 、今 回 の よ

う に 既 に 税 相 当 額 を 助 成 金 と し て 支 出 し て い る も

の を 、税 の 軽 減 措 置 に 転 換 し た い と い う 場 合 に お い

て は 、結 果 と し て 進 出 企 業 が 受 け る 支 援 の 金 銭 的 な

規 模 は 同 程 度 と な る た め 、そ の 手 法 の 違 い に よ り 生

ず る 効 果 の 違 い に つ い て 検 討 す る 必 要 が あ る 。  

助 成 金 と 税 の 軽 減 措 置 と の 手 法 の 違 い に よ り 生

ず る 効 果 の 違 い に は 、大 き な も の と し て ２ つ 挙 げ ら
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れ る 。す な わ ち 、① 企 業 の 負 担 軽 減 が 実 現 す る タ イ

ミ ン グ 、② 制 度 の 透 明 性 、情 報 公 開 度 の 違 い 、で あ

る 。  

 

ア  効 果 の タ イ ミ ン グ  

ま ず 、 企 業 側 に 効 果 の 生 ず る タ イ ミ ン グ に つ  

い て 比 較 ・ 検 討 す る 。 こ の 点 に つ い て は 、 横 浜 市

か ら の 提 案 理 由 に も あ る が 、既 に 支 援 を 行 っ て い

る 企 業 や 進 出 を 検 討 し て い る 企 業 な ど に 対 し て

横 浜 市 が 行 っ た ヒ ア リ ン グ に お い て 明 ら か に な

っ た こ と と し て 、 企 業 サ イ ド で は 、 一 度 納 付 し て

か ら 相 当 額 が 交 付 さ れ る 助 成 金 よ り も 、申 告 時 に

納 付 額 か ら 控 除 さ れ 、納 付 し な く て 済 む 税 の 軽 減

措 置 の 方 が よ り 好 ま し い と の 考 え 方 を 持 っ て い

る よ う で あ る 、 と い う 点 が あ る 。  

横 浜 市 に よ る と 、現 行 の 助 成 金 制 度 で は 法 人 市

民 税 の 申 告 納 付 か ら 、事 務 手 続 き 等 の 都 合 に よ り

助 成 金 の 交 付 ま で に 約 半 年 を 要 し て い る と の こ

と で あ り 、 そ う で あ る な ら ば 、 法 人 市 民 税 法 人 税

割 を 申 告 納 付 時 点 で 軽 減 す る こ と に よ り 、企 業 側

に 効 果 の 生 ず る タ イ ミ ン グ は 早 期 化 さ れ る こ と

と な る 。  

 

イ  制 度 の 透 明 性 ・ 情 報 公 開 度  

次 に 、 透 明 性 の 違 い に つ い て 比 較 ・ 検 討 す る 。  

助 成 金 は 、毎 年 度 の 予 算 に 計 上 さ れ る も の で あ り 、

決 算 も 公 に さ れ る も の で あ る 。一 方 の 税 の 軽 減 措

置 は 、課 税 当 局 に 個 別 の 納 税 義 務 者 の 情 報 に つ い
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て の 守 秘 義 務 が 課 さ れ て い る こ と な ど も あ り 、助

成 金 と の 比 較 に お い て は 透 明 性 が 低 く な る 。  

こ の 点 の 比 較 に お い て は 、助 成 金 の 方 が 優 れ た

手 法 と 言 え る 。 た だ し 、 税 制 の 方 で も 工 夫 で き な

い わ け で は な い 。 例 え ば 、 租 税 支 出 の 考 え 方 に 基

づ い て 、決 算 時 に 税 の 軽 減 措 置 に よ る 税 収 減 の 金

額 を 公 表 す る な ど の 取 組 み を 行 え ば 、市 民 に 対 す

る 十 分 な 説 明 を 行 い 、制 度 の 透 明 性 を 高 め る こ と

は 可 能 な の で あ る 。  

 

( 2 )  事 業 所 税 及 び 法 人 市 民 税 均 等 割 の 活 用  

今 回 、 横 浜 市 か ら は 、「 テ ナ ン ト 型 」 支 援 の 手 法

と し て 、法 人 市 民 税 法 人 税 割 の 軽 減 が 提 案 さ れ 、そ

の 他 の 税 目 の 軽 減 措 置 に つ い て は 行 わ な い と の 考

え で あ っ た 。  

し か し 、大 都 市 に お け る 企 業 誘 致 の 政 策 税 制 を 構

想 す る の で あ れ ば 、ま ず 議 論 の 俎 上 に 載 せ る べ き 税

目 が あ る 。言 う ま で も な く 、事 業 所 税 と 法 人 市 民 税

均 等 割 で あ る 。  

 

ア  事 業 所 税 の 活 用  

事 業 所 税 は 、「 人 口 、 企 業 が 集 中 し て い る 大 都

市 の 都 市 環 境 の 整 備 に 必 要 な 財 源 の 確 保 を 図 る

た め 、大 都 市 地 域 に お け る 行 政 サ ー ビ ス と 企 業 活

動 と の 間 の 受 益 関 係 に 着 目 し 、企 業 活 動 を 一 定 の

外 形 標 準 に よ り と ら え て 、こ れ ら の 地 域 に 所 在 す

る 事 務 所 事 業 所 に 対 し て 負 担 を 求 め る 」（ 昭 和 5 0

年 度 政 府 税 制 調 査 会 答 申 ）と し て 創 設 さ れ 、大 都
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市 に お い て 事 業 を 行 う 企 業 に 対 し て 、そ の 事 業 活

動 の 規 模 に 応 じ て 負 担 を 求 め る 市 税 で あ る 。  

そ も そ も 事 業 所 税 は 、そ の 立 案 段 階 か ら 、大 都

市 へ の 人 口・企 業 等 の 過 度 の 集 中 の 抑 制 を 図 る こ

と を 目 的 と し て お り 、い わ ば「 追 い 出 し 税 」と い

う 側 面 を 有 す る 。  

事 業 所 税 は 、地 方 税 法 に お い て 、基 本 的 に は 人

口 3 0 万 人 以 上 の 都 市 は 課 税 す る も の と さ れ て お

り 、 課 税 団 体 と な る こ と に 自 治 体 の 裁 量 は な い 。

大 都 市 は 、企 業 誘 致 と い う 側 面 か ら 見 る と 、税 制

面 で そ の 他 の 都 市 と の 間 で 競 争 力 に 不 利 な 差 が

つ け ら れ て い る と も 言 え る 。  

事 業 所 税 の 課 税 標 準 は 、事 業 所 床 面 積 と 従 業 者

給 与 総 額 で あ り 、事 業 所 の 規 模 が 大 き く な る の に

応 じ て 税 額 も 大 き く な る 外 形 標 準 課 税 と な っ て

い る 。誘 致 す る 企 業 の 事 業 所 が 大 規 模 で あ れ ば あ

る ほ ど 、 そ の 誘 致 に あ た っ て は 、 事 業 所 税 の 負 担

が 、大 都 市 と そ れ 以 外 の 都 市 と の 間 で の 立 地 選 択

に 際 し て 、 決 め 手 と な る こ と も 考 え 得 る 。  

企 業 誘 致 の た め に 税 の 軽 減 を 検 討 す る の で あ

れ ば 、 法 人 市 民 税 法 人 税 割 よ り も 前 に 、「 追 い 出

し 税 」と し て の 事 業 所 税 の 軽 減 措 置 を 初 に 検 討

す べ き で あ ろ う 。  

 

イ  法 人 市 民 税 均 等 割 の 活 用  

法 人 市 民 税 均 等 割 は 、地 域 社 会 の 費 用 を 広 く 住

民 が 負 担 す る と い う 市 民 税（ 個 人 ・ 法 人 ）の 中 で

も 、そ の 法 人 の 規 模 に 応 じ て 一 定 の 額 を 負 担 す る
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も の で あ り 、経 営 の 成 果 で あ る 赤 字 ・ 黒 字 の 別 な

く 負 担 す る も の で あ っ て 、市 域 内 に 事 務 所 ・ 事 業

所 を 有 す る ほ ぼ 全 て の 法 人 が 負 担 す る 税 で あ る 。 

企 業 誘 致 を 図 る 上 で 、均 等 割 の 軽 減 は 、特 に 赤

字 決 算 と な っ て い る 欠 損 企 業 に と っ て は 、大 い な

る イ ン セ ン テ ィ ブ に な り う る 。欠 損 企 業 は 、均 等

割 以 外 の 法 人 市 民 税 を 納 税 し て お ら ず 、仮 に 均 等

割 を 軽 減 す れ ば 、法 人 市 民 税 の 負 担 が ゼ ロ と な る

か ら で あ る 。  

た だ し 、こ の イ ン セ ン テ ィ ブ の 大 き さ が 、逆 に

軽 減 の 実 行 へ の 妨 げ と な る 。納 税 者 間 の 不 公 平 が 、

企 業 間 で も 、企 業 と 個 人 と の 間 で も 、許 容 で き な

い ほ ど に な っ て し ま う と 思 わ れ る の で あ る 。  

法 人 市 民 税 均 等 割 は 、 個 人 の 市 民 と 横 並 び で 、

低 限 の 応 益 負 担 と し て 企 業 に も 負 担 を 求 め る

べ き で あ り 、政 策 税 制 と し て 軽 減 す る の は 厳 に 控

え る べ き と 考 え ら れ る の で あ る 。  
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第 ４ 章  次 期 企 業 立 地 促 進 条 例 と 政 策 税 制 の 活 用  

 

以 上 み て き た よ う に 、本 税 制 調 査 会 は 、更 新 期 を 迎 え

た 企 業 立 地 促 進 条 例 に つ い て 幅 広 い 視 点 か ら 慎 重 な 考

察 を 加 え た 。条 例 が こ れ ま で 上 げ た 実 績 と 今 後 予 定 さ れ

る 効 果 を 包 括 的 に 評 価 す れ ば 、次 期 条 例 は 基 本 的 に 適 切

と 判 断 で き る 。現 時 点 で 横 浜 市 が 構 想 し て い る 方 向 で 次

期 条 例 の 策 定 を 進 め る べ き で あ る 。  

た だ し 、そ れ ぞ れ の 論 点 に て 記 し た よ う に 、さ ら な る

検 討 や よ り 慎 重 な 判 断 を 求 め る 点 も あ る 。ま た 、こ こ ま

で あ え て 言 及 を 控 え て き た が 、企 業 立 地 を 誘 導 す る 政 策

税 制 は 租 税 の 公 平 性 を 阻 害 し が ち で あ る と い う 注 意 点

も あ る 。そ こ で 答 申 の 後 に 、特 に 留 意 す べ き ２ 点 を 改

め て 指 摘 し て お く こ と に す る 。  

ま ず 第 １ に は 、新 た に 導 入 す る 法 人 市 民 税 法 人 税 割 の

軽 減 措 置 に つ い て 、恣 意 的 な 運 用 が 行 わ れ な い よ う 、明

確 か つ 厳 密 な 規 定 を 設 け る べ き こ と で あ る 。法 人 市 民 税

を 軽 減 す る 要 件 の 明 確 化 と 、厳 格 な 運 用 が 担 保 さ れ る 条

例 と し な く て は な ら な い 。 前 述 の と お り 、 税 の 軽 減 は 、

納 税 者 間 の 公 平 性 を 阻 害 し が ち で あ る た め 、軽 減 を 適 用

す る 場 合 の 要 件 を し っ か り 定 め 、そ の 要 件 に 合 致 し て い

る か ど う か を 常 に 確 認 し 続 け る こ と が 必 須 と な る の で

あ る 。  

第 ２ に は 、 法 人 市 民 税 と 同 時 に 、 事 業 所 税 の 軽 減 措

置 が 必 要 な い か ど う か 、 真 剣 に 検 討 す べ き こ と で あ

る 。 こ れ も 前 述 の と お り 、 事 業 所 税 は 「 追 い 出 し 税 」

で あ り 、 都 市 自 治 体 が 企 業 立 地 促 進 の た め に 税 の 軽 減
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措 置 を 検 討 す る の で あ れ ば 、 何 を 置 い て も 真 っ 先 に 検

討 す べ き 税 目 な の で あ る 。  

も し も 事 業 所 税 の 軽 減 を 追 加 で 導 入 す る と な れ ば 、

税 収 の 変 化 と い っ た 財 政 上 の 視 点 か ら も 詳 細 な 検 討 を

加 え ね ば な ら な い が 、 地 方 税 の エ キ ス パ ー ト で あ る 税

制 調 査 会 か ら す れ ば 、 事 業 所 税 を 用 い た 課 税 自 主 権 の

活 用 （ 誘 致 の た め の 軽 減 措 置 ） を 検 討 す べ き と 考 え る

の で あ る 。  

こ れ ら 本 税 制 調 査 会 の 指 摘 し た 留 意 点 や 注 意 点 に つ

い て 、 市 長 は じ め 横 浜 市 役 所 に お い て 十 分 な 熟 考 が 加

え ら れ 、 さ ら に 完 璧 な 条 例 案 が 策 定 さ れ る べ き と 考 え

る 。  
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お わ り に  

 

企 業 が 立 地 を 考 慮 す る 際 、 横 浜 市 は も と も と ア ト ラ ク

テ ィ ブ な 都 市 で あ る 。首 都 圏 の 中 で も 、特 に 良 好 な 都 市 イ

メ ー ジ を 有 し 、海 外 に 開 か れ た 印 象 を 与 え る と と も に 、効

率 的 な 交 通 網 や 有 能 な 人 材 に も 恵 ま れ て い る か ら で あ る 。 

た だ し 、そ の 横 浜 市 で さ え 、企 業 誘 致 に 本 腰 を 入 れ ね ば

な ら な い 時 代 に 我 々 は い る 。 都 市 間 の 誘 致 競 争 が 激 化 し 、

他 自 治 体 も 多 大 な コ ス ト を か け 、 あ ま た の 工 夫 を 凝 ら し

て 企 業 誘 致 に 奔 走 し て い る か ら で あ る 。 か く し て 企 業 立

地 促 進 条 例 に よ る 企 業 誘 致 の 政 策 は 、 横 浜 市 の も 重 要

な 施 策 の 一 つ と も 言 っ て よ い だ ろ う 。  

他 自 治 体 と の 誘 致 競 争 を 意 識 し つ つ 、 こ れ ま で 以 上 の

努 力 と 斬 新 な 工 夫 を 凝 ら し て い か ね ば な ら な い 。 そ の １

つ が 、 次 期 条 例 で 導 入 さ れ る 予 定 の 法 人 市 民 税 の 軽 減 措

置 な の で あ る 。横 浜 市 を 取 り 巻 く 経 済・社 会 の 変 化 と 市 域

内 の 実 情 を し っ か り 分 析 し 、 横 浜 の 強 み を 生 か し た 支 援

制 度 を 用 意 す る こ と が 、 東 京 を は じ め と す る 他 の 自 治 体

と の 競 争 に 打 ち 勝 つ た め に 求 め ら れ て い る の で あ る 。  

横 浜 市 が 、中 期 ４ か 年 計 画 で 目 指 し て い る「 人 も 企 業 も

輝 く 横 浜 」の 実 現 の た め に 、明 確 な ビ ジ ョ ン を 持 っ て 政 策

を 強 力 に 推 進 す る 必 要 が あ る な ら ば 、 政 策 税 制 の 活 用 に

及 び 腰 に な る 必 要 は な い 。  

今 後 、横 浜 市 の 次 期 条 例 に つ い て 、本 税 制 調 査 会 の 意 見

を 踏 ま え た 議 論 が な さ れ 、 善 な 形 で 条 例 が 完 成 す る の

を 楽 し み に 本 答 申 を 閉 じ る こ と と す る 。  
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